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相続対策シミュレーション  分岐点早わかりガイド

図表13 相続税額早見表・配偶者あり
（改正後：2015年1月１日以降適用／改正前：2014年12月31日まで適用）

※税額控除等は配偶者の税額軽減のみ適用して計算している。
※早見表の相続税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税額とは若干の相違がある。
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1,425
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（万円）

課税価格
（基礎控除前
の金額）

子1人

改正後 改正前 差額 改正後 改正前 差額 改正後 改正前 差額

子2人 子3人

10

113

315

748

1,350

1,985

2,860

3,735

4,610

5,493

6,555

7,618

8,680

9,745

10,870

13,120

15,435

17,810

20,185

22,560

25,065

27,690

30,315

43,440

（a）
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策

巻頭
特集 図表14 相続税額早見表・配偶者なし

（改正後：2015年1月１日以降適用／改正前：2014年12月31日まで適用）
（万円）

※税額控除等はないものとして計算している。
※早見表の相続税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税額とは若干の相違がある。
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36,900
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20

220

430

540

660

960
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980

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,290

1,540

2,040

2,540

3,100

3,100

3,100

3,100

3,100

3,100

3,860

課税価格
（基礎控除前
の金額）

子1人

改正後 改正前 差額 改正後 改正前 差額 改正後 改正前 差額

子2人 子3人

80

320

770

1,840

3,340

4,920

6,920

8,920

10,920

12,960

15,210

17,460

19,710

22,000

24,500

29,500

34,500

39,500

44,500

49,500

54,790

60,290

65,790

93,290

（b）

相続対策シミュレーション  分岐点早わかりガイド
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の
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ッ
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ポ
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相続税のしくみを徹底解剖

相続時精算課税を選択している相続人がいない場合

相続時精算課税を選択している相続人がいる場合

図表1-7 相続税はこうやって求める

遺
産
総
額

課
税
相
続
財
産
の
価
額

純
資
産
の
価
額

課
税
価
格
の
合
計

課
税
遺
産
額

法定相続人の法定相続分
法定相続人の法定相続分
法定相続人の法定相続分

×
×
×

×

税率
税率
税率

税率

遺
産
総
額

課
税
相
続
財
産

の
価
額

純
資
産
の
価
額

課
税
遺
産
額

法定相続人の法定相続分
法定相続人の法定相続分
法定相続人の法定相続分

×
×
×

×

税率
税率
税率

税率

各人の相続税額

各人の相続税額

＝

＝

＝

－

－

－

＋

＋

＋

各人の納付税額

各人の納付税額

各人の納付税額

各
種
税
額
控
除

各人の相続税額

各人の相続税額

＝

＝

＝

－

－

－

－

－

－

＋

＋

＋

各人の納付税額

各人の納付税額

各人の納付税額

課
税
価
格
の
合
計

生前贈
与加算

④

相
続
時
精
算
課
税

に
か
か
る
贈
与
財

産
の
価
額

非課税財産
①

債務控除
葬式費用

②③

生前贈与
加算

④
　基礎控除
3,000万円

＋
600万円
×

法定相続人の数

法定相続人の法定相続分

相
続
税
の
総
額

⑦
各人の相続税額

⑧
相
続
税
額
の
２
割
加
算

⑨

各
種
税
額
控
除

⑩

非課税財産
①

債務控除
葬式費用

②③

　基礎控除
3,000万円

＋
600万円
×

法定相続人の数

⑤

法定相続人の法定相続分
⑥

相
続
税
の
総
額

⑦ ⑧ ⑩
各人の相続税額

相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
額
の
控
除

相
続
税
額
の
２
割
加
算

⑨

相続税の速算表（改正後）

1,000万円以下

1,000万円超3,000万円以下

3,000万円超5,000万円以下

5,000万円超1億円以下

1億円超2億円以下

2億円超3億円以下

3億円超6億円以下

6億円超

10％
15％
20％
30％
40％
45％
50％
55％

控除額税率
　―　 
50万円
200万円
700万円
1,700万円
2,700万円
4,200万円
7,200万円

⑥

⑤

ここで相続時精算課税
にかかる贈与財産額を
プラスする

相続時精算課税に係る贈与財産につき課せられた
贈与税額が控除しきれないときは還付となる

法定相続分に応ずる取得価額

（　　　　　　）相続時精算課
税に係る贈与
財産を除く 
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対
し
て
保
険
金
の
贈
与
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

し
て
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

②
著
し
く
低
い
価
額
で
財
産
を
譲
り
受
け
た

　
と
き

　
た
と
え
ば
、
個
人
か
ら
時
価
２
０
０
０
万
円

の
土
地
を
８
０
０
万
円
で
譲
り
受
け
た
場
合
に

は
、
そ
の
差
額
の
１
２
０
０
万
円
は
贈
与
と
み

な
さ
れ
て
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

③
債
務
の
免
除
や
債
務
の
引
受
け
が
あ
っ
た

　
と
き

　
た
と
え
ば
、
友
人
に
５
０
０
万
円
の
借
金
を

帳
消
し
に
し
て
も
ら
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
帳

消
し
に
し
て
も
ら
っ
た
５
０
０
万
円
は
贈
与
と

み
な
さ
れ
て
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
親
が
借
金
５
０
０
万
円
を
肩
代
わ
り

し
て
払
っ
て
く
れ
た
と
い
う
場
合
に
も
、
そ
の

肩
代
り
を
し
て
も
ら
っ
た
５
０
０
万
円
は
贈
与

と
み
な
さ
れ
て
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

贈
与
税
の

か
か
ら
な
い
財
産

　
国
民
感
情
や
他
の
税
金
が
課
税
さ
れ
る
な
ど

の
理
由
か
ら
、
贈
与
さ
れ
て
も
贈
与
税
が
か
か

ら
な
い
財
産
も
あ
り
ま
す
。

①
法
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

　
会
社
な
ど
の
法
人
に
は
相
続
の
開
始
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
財
産
を
贈
与
し
て

も
相
続
税
の
課
税
回
避
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
に
は
贈
与
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得
税
等
・
住
民

税
が
か
か
り
ま
す
。

②
扶
養
義
務
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
生
活
費
、

　
教
育
費
で
通
常
必
要
な
も
の

　
家
族
の
生
活
費
や
子
ど
も
の
教
育
費
で
通
常

必
要
な
も
の
に
は
、贈
与
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

③
公
益
事
業
者
が
贈
与
を
受
け
た
公
益
事
業

　
用
財
産

　
公
益
事
業
を
行
な
う
人
が
贈
与
に
よ
り
取
得

し
た
公
益
事
業
用
財
産
に
は
、
贈
与
税
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

④
特
定
公
益
信
託
か
ら
交
付
さ
れ
る
学
資
金

⑤
公
職
選
挙
の
候
補
者
が
贈
与
に
よ
り
取
得

　
し
た
金
品
等
で
、
報
告
が
さ
れ
た
も
の

⑥
個
人
か
ら
の
お
中
元
、
お
歳
暮
、
香
典
な
ど

　
で
、
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
社
交
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
香
典
な
ど
は
、

社
会
的
な
相
互
扶
助
や
儀
礼
的
な
も
の
で
あ

り
、
国
民
感
情
の
面
か
ら
贈
与
税
が
か
か
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

⑦
相
続
や
遺
贈
で
財
産
を
取
得
し
た
人
が
、そ

　
の
相
続
開
始
年
に
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与

　
で
取
得
し
た
財
産

　
相
続
や
遺
贈
で
財
産
を
取
得
し
た
人
が
、
そ

の
相
続
を
開
始
し
た
年
に
被
相
続
人
か
ら
贈
与

を
受
け
た
財
産
は
相
続
税
の
課
税
対
象
に
な

り
、
贈
与
税
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

⑧
障
害
者
や
そ
の
扶
養
義
務
者
が
贈
与
に
よ

　
り
取
得
し
た
「
心
身
障
害
者
共
済
制
度
」
に

　
基
づ
く
給
付
金
を
受
け
る
権
利

⑨
特
定
障
害
者
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た「
特

　
定
障
害
者
扶
養
信
託
契
約
」
に
基
づ
く
信
託

　
受
益
権
の
う
ち
６
０
０
０
万
円
（
特
別
障
害

　
者
以
外
の
特
定
障
害
者
は
３
０
０
０
万
円
）

　
ま
で
の
部
分

図表1-12 贈与税の速算表（改正後）

3,000万円超

～3,000万円以下

～1,500万円以下

～1,000万円以下

～600万円以下

～400万円以下

～300万円以下

　200万円以下

55％

50％

45％

40％

30％

20％

15％

10％

400万円

250万円

175万円

125万円

65万円

25万円

10万円

̶

税率 控除額基礎控除後の
課税価格

右記以外の通常の場合（一般贈与）

4,500万円超

～4,500万円以下

～3,000万円以下

～1,500万円以下

～1,000万円以下

～600万円以下

～400万円以下

　200万円以下

55％

50％

45％

40％

30％

20％

15％

10％

640万円

415万円

265万円

190万円

90万円

30万円

10万円

̶

税率 控除額基礎控除後の
課税価格

直系尊属→20歳以上の者の場合（特例贈与）
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図表2-7 住宅取得等資金の贈与の特例（相続時精算課税）を
受けられるかどうかのフローチャート

YES NO

NO

あなたは贈与をした人の直系卑属である推定相続人ですか？

NO

NO

YES

NO

NO
一定の耐震基準を満たしていますか？

NO

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
相
続
時
精
算
課
税
の
特
例
の
適
用
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

贈与税の申告書を贈与を受けた年の
翌年2月1日から3月15日までに税務
署へ提出すれば、住宅取得等資金の贈
与を受けた場合の相続時精算課税の
特例の適用が受けられます!

＊申告書に添付する必要書類
・申告書　第二表（相続時精算課税の計算明細書）
・取得等した住宅用家屋の登記事項証明書
・受贈者の戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し
・相続時精算課税選択届出書
・贈与者、受贈者の住民票の写し
・住宅用家屋の売買契約書、工事請負契約書

YES

YES

YES

NO

YES

YES

NO

YES

YES

あなたは贈与を受けた年の1月1日現在で満20歳以上ですか？

贈与を受けた財産は住宅取得等の対価に充てるための金銭ですか？

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金の全額を
居住用家屋（その敷地を含みます）の取得に充てましたか？

その家屋は配偶者などの特別な関係がある人から取得等したもの
ですか？

家屋の床面積は50㎡以上で、その床面積の50%以上が居住用ですか？

取得等した家屋は新築または築後20年（鉄骨・鉄筋コンクリートな
どの耐火建築物は25年）以内のものですか？

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供しましたか、ま
たは供する見込みですか？

適用を受けるに
は申告書のほか
にも、いろいろ
な書類が必要

特
例
の
活
用
メ
リ
ッ
ト
と

注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

　
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
の
特
例
（
相
続
時

精
算
課
税
）
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
フ
ロ

ー
チ
ャ
ー
ト
は
図
表
２─

７
の
と
お
り
で
す
。

こ
の
活
用
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
時
精
算
課
税
は
、
贈
与
者
の
年
齢
要
件

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
住
宅
取
得
等
資
金
の

贈
与
に
つ
い
て
は
贈
与
者
で
あ
る
親
の
年
齢
要

件
が
撤
廃
さ
れ
、
受
贈
者
が
満
20
歳
以
上
の
推

定
相
続
人
で
あ
れ
ば
相
続
時
精
算
課
税
の
選
択

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
相
続
時
精
算
課
税
は

一
度
選
択
す
る
と
そ
の
撤
回
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
し
た
が
っ
て
、
贈
与
者
の
年
齢
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
受
贈
者
に
住
宅
取
得

等
資
金
の
贈
与
を
し
、
相
続
時
精
算
課
税
を
選

択
す
る
と
、
そ
の
後
、
そ
の
贈
与
者
か
ら
の
受

贈
者
に
対
す
る
贈
与
は
す
べ
て
相
続
時
精
算
課

税
に
よ
る
贈
与
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
贈
与
者
の
年
齢
要
件
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
で
も
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を

す
れ
ば
、
そ
の
後
の
住
宅
取
得
等
資
金
以
外
の

贈
与
に
つ
い
て
も
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
は
増

改
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム
の
た
め
の
資
金
で
も
、
１

０
０
万
円
以
上
で
あ
れ
ば
適
用
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
で
す
か
ら
、
最
初
に
１
０
０
万
円
の
住
宅
取

得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
、
そ
の
後
２
４
０
０

万
円
の
他
の
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
に

は
、
こ
の
２
４
０
０
万
円
の
贈
与
財
産
も
相
続

時
精
算
課
税
の
対
象
と
な
り
、
贈
与
税
の
負
担

な
し
に
贈
与
者
か
ら
受
贈
者
に
財
産
を
移
す
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
受
贈
者
の
年
齢

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
贈
与
の
年
１
月
１
日

現
在
で
満
20
歳
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
す
。
20
歳
の
誕
生
日
に
贈
与
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
贈
与
年
１
月
１
日
現
在
で
は
満
19
歳

と
な
る
た
め
、
年
齢
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

生前贈与を有効に活用しよう
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ポ
イ
ン
ト
５

高
収
益
物
件
は
所
得
が
低
い
人
が
相
続
す
る

　
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
収
益
物
件
を
相
続

に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
は
、
相
続
後
の
相
続

人
の
所
得
に
影
響
が
出
ま
す
。
所
得
税
は
超
過

累
進
税
率
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
所
得
が

多
い
人
ほ
ど
税
率
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、相
続
後
の
所
得
税
等
を
考
え
る
と
、

高
収
益
物
件
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
低
い
人
が

相
続
す
る
と
有
利
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
図
表
２─

19
）。

ポ
イ
ン
ト
６

小
規
模
宅
地
等
の
評
価
減
の
特
例
を
受
け
た

宅
地
は
配
偶
者
以
外
が
相
続
す
る

　
小
規
模
宅
地
等
の
評
価
減
の
特
例
を
受
け
た

土
地
は
、
一
次
相
続
を
考
え
た
場
合
、
配
偶
者

が
相
続
し
て
も
誰
が
相
続
し
て
も
変
わ
り
ま
せ

ん
が
、
二
次
相
続
ま
で
考
え
た
場
合
に
は
、
配

偶
者
が
相
続
し
た
場
合
と
配
偶
者
以
外
の
人
が

相
続
し
た
場
合
と
で
大
き
く
相
続
税
負
担
が
変

わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
図
表
２─

20
の
ケ
ー
ス
①
の
場

合
、
二
次
相
続
で
の
相
続
税
負
担
は
１
６
０
万

円
に
な
り
ま
す
。一
方
、ケ
ー
ス
②
の
場
合
は
、

二
次
相
続
で
の
相
続
税
負
担
は
１
２
２
０
万
円

と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
二
次
相
続
ま
で
考
え
た
場
合

に
は
、
小
規
模
宅
地
等
の
評
価
減
の
特
例
の
適

用
を
受
け
た
宅
地
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り

配
偶
者
は
相
続
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、

ト
ー
タ
ル
で
の
節
税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

図表2-19 ケーススタディ
「高収益物件の相続」

兄が甲アパートを、妹が乙アパートを取得した場合

2,000万円

370万円

貸アパート甲　年間所得200万円
貸アパート乙　年間所得100万円

相続前の兄の
年間課税所得
相続前の妹の
年間課税所得
相 続 財 産

相続人：兄と妹の2人の場合

ケ
ー
ス
①

遺産分割のしかたを替えたケース①と
②では、相続後の所得税等・住民税が毎
年20万円超も違ってくる！

相続後の兄の所得税等・住民税の増加分
　　　　　　200万円×50.84％＝101.68万円

相続後の妹の所得税等・住民税の増加分
　　　　　　100万円×30.42％＝30.42万円

2人合わせて132.1万円の増加（年間）

兄が乙アパートを、妹が甲アパートを取得した場合

ケ
ー
ス
②

相続後の兄の所得税等・住民税の増加分
　　　　　　100万円×50.84％＝50.84万円

相続後の妹の所得税等・住民税の増加分
　　　　　　200万円×30.42％＝60.84万円

2人合わせて111.68万円の増加（年間）

図表2-20 ケーススタディ
「小規模宅地の特例を適用
した土地の相続人」

乙土地とその他の財産を子が相続した場合

甲土地・相続税評価額
　　　　　　1億円（評価減前）

乙土地・相続税評価額
　　　　　　1億円（評価減前）

その他の財産　　　　　0.5億円

甲土地、乙土地ともに土地の面積は200㎡で、50％の減
額が受けられる条件を満たしているが、一次相続では乙
土地で評価減の適用を受ける

相 続 財 産

相続人：妻と子１人の場合

ケ
ー
ス
①

二次相続まで考えると小規模宅地等の
評価減の特例を受ける宅地は配偶者以
外の人が相続したほうが有利！

乙土地とその他の財産を妻が相続した場合

ケ
ー
ス
②

妻の取得財産　　  乙土地  0.5億円（評価減適用後）
　　　　　　　　  その他の財産  0.5億円

子の取得財産　甲土地  1億円

二次相続では乙土地が評価減の適用を受けて財産
は1億円となり、相続税は1,220万円

妻の取得財産　 　 甲土地　 1億円

子の取得財産　　  乙土地  0.5億円（評価減適用後）
　　　　　　　　  その他の財産  0.5億円

二次相続では、甲土地は評価減の適用を受けて50
％減額の0.5億円となり、相続税は160万円


